
 

平成１８年７月２５日 

 

 

 

平成１８年度普通交付税及び地方特例交付金決定額等について 

 

 

Ⅰ 普通交付税 

 

１．普通交付税決定額（全国） 

（単位：億円、％） 

区  分 平成１８年度 平成１7年度（当初算定） 対前年度伸率 

道 府 県 分 ８４，５２５ ９０，４９２ △６．６

市 町 村 分 ６５，００２ ６８，３４６ △４．９

合 計 １４９，５２７ １５８，８３８ △５．９

 

＜参考＞ 交付基準額                                      （単位：億円、％） 

区  分 平成１８年度 平成１７年度 対前年度伸率 

道 府 県 分 ８４，９７４ ９０，７９２ △６．４

市 町 村 分 ６５，４３４ ６８，６５４ △４．７

合 計 １５０，４０８ １５９，４４６ △５．７

    ※財源不足団体ベース 

（注）交付基準額と普通交付税決定額との差は調整額である。 



２．本県分 

（１）交付決定額 

県    分     2,270億5,695万9千円 

市町村分     1,688億4,171万9千円 

（２）対前年度比較 

    ア  県分の交付決定額は、前年度に比べ 42億7,174万6千円（△1.8％）の減となった。 

    イ  市町村分の交付決定額は、前年度に比べ 46億8,896万3千円（△2.7％）の減となった。 

（市町村別決定額は別紙１のとおり） 

なお、昨年度交付団体であった東通村が、原子力発電所の営業運転開始により固定資産税

（償却資産）が大幅に増加したため、不交付団体に移行したが、当該団体分を除いた市町村分

の交付決定額は、前年度に比べ 25億8,949万2千円（△1.5％）の減となっている。 

        また、六ヶ所村は平成８年度から引き続き不交付団体となっている。 

（単位：千円、％） 

区 分 平成１８年度 平成１7年度（当初算定） 差引増減 伸率 

県 分 ２２７，０５６，９５９ ２３１，３２８，７０５ △４，２７１，７４６ △１．８

市町村分

（東通村除く） 
１６８，８４１，７１９

１７３，５３０，６８２

（１７１，４３１，２１１）

△４，６８８，９６３

(△２，５８９，４９２) 

△２．７

（△１．５）

合 計

（東通村除く） 
３９５，８９８，６７８

４０４，８５９，３８７

（４０２，７５９，９１６）

△８，９６０，７０９ 

(△６，８６１，２３８) 

△２．２

(△１．７）

なお、普通交付税決定額に臨時財政対策債の発行可能額を加えた額（交付団体ベース）は、県

分が 2,493億9,758万円、市町村分が 1,857億3,194万円で、前年度に比しそれぞれ2.6％（67億   

1,928万5千円）、2.5％（47億9,514万2千円）の減となっている。（近年の交付額の推移は別紙２のと

おり） 

  ＜参考＞ 交付基準額                                             （単位：千円、％） 

区 分 平成１８年度 平成１７年度 差引増減 伸率 

県 分 ２２７，８７８，７５２ ２３１，８６３，２４２ △３，９８４，４９０ △１．７

市町村分

（東通村除く） 
１６９，５６５，１４６

１７４，０１６，７７２

（１７１，９１１，８８７）

△４，４５１，６２６ 

(△２，３４６，７４１) 

△ ２．６

（△１．４）

合 計

（東通村除く） 
３９７，４４３，８９８

４０５，８８０，０１４

（４０３，７７５，１２９）

△８，４３６，１１６ 

(△６，３３１，２３１) 

△２．１

(△１．６)

   ※財源不足団体ベース。なお、交付基準額と普通交付税決定額との差は調整額である。



Ⅱ 臨時財政対策債発行可能額 

 

１．臨時財政対策債の概要 

地方財源の不足に対処するため、平成１６年度から平成１８年度の間、地方財政法第５条の特例債

として発行されるもの（平成１３年度から平成１５年度までにおいても同様に発行。）。 

なお、その元利償還金については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入される。 

 

２．臨時財政対策債発行可能額の算出方法 

平成１８年度における臨時財政対策債発行可能額の算出方法は、発行可能額を算定するための［単

価］を設け、これに［各地方公共団体の人口］及び［その他の諸費（経常経費）に係る補正係数の一定部

分］を乗じて算出。 

 

３．臨時財政対策債発行可能額（全国） 

                                                               （単位：億円、％） 

区  分 平成１８年度 平成１７年度 対前年度伸率 

都道府県分 １４，５３６ １６，１１６ △９．８

市 町 村 分 １４，５３６ １６，１２１ △９．８

合 計 ２９，０７２ ３２，２３６ △９．８

※端数処理の結果、単純合計と合計欄の数値とは一致しない箇所がある。 

不交付団体を含む。  

 

４．本県分 

県   分  ２２３億４，０６２万１千円 

市町村分  １７２億７，５３９万９千円（市町村別発行可能額は別紙３のとおり） 

                                                            （単位：千円、％） 

区 分 平成１８年度 平成１７年度 差引増減 伸率 

県 分 ２２，３４０，６２１ ２４，７８８，１６０ △２，４４７，５３９ △９．９

市町村分 １７，２７５，３９９ １９，５１９，２５３ △２，２４３，８５４ △１１．５

合 計 ３９，６１６，０２０ ４４，３０７，４１３ △４，６９１，３９３ △１０．６

※不交付団体を含む。 



Ⅲ 地方特例交付金 

 

１．地方特例交付金の概要 

【減税補てん特例交付金】 

平成１１年度から実施されている恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地

方税の代替的性格を有する財源として交付するもの。 

【児童手当特例交付金】（平成１８年度創設） 

   平成１８年度から実施される児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するために交付す

るもの。 

上記交付金は、いずれも普通交付税の交付・不交付にかかわらず、全団体が交付対象となっている。 

 

２．交付額の算定方法 

【減税補てん特例交付金】 

都道府県分にあっては、道府県民税所得割、法人税割及び法人事業税の減収見込額の概ね４分

の３に相当する額から、たばこ税の増収見込額及び法人事業税の減収見込額（普通交付税交付見込

団体のみ）を控除した額。 

市町村分にあっては、市町村民税所得割及び法人税割の減収見込額の４分の３に相当する額か

ら、たばこ税の増収見込額を控除した額。 

【児童手当特例交付金】 

   各都道府県（各市町村）の児童手当支給対象児童数により、それぞれ３５２億円を按分した額。 



３．地方特例交付金交付決定額（全国） 

                                                                   （単位：億円、％） 

区  分 平成１８年度 平成１７年度 対前年度伸率 

都道府県分 

うち減税補てん特例交付金 

うち児童手当特例交付金 

うち税源移譲予定特例交付金 

２，８０９

２，４５７

３５２

－

８，７２６

２，４３４

－

６，２９２

△６７．８

０．９

皆増

皆減

市 町 村 分 

うち減税補てん特例交付金 

うち児童手当特例交付金 

５，３５１

４，９９９

３５２

６，４５４

６，４５４

－

△１７．１

△２２．５

皆増

合     計 

うち減税補てん特例交付金 

うち児童手当特例交付金 

うち税源移譲予定特例交付金 

８，１６０

７，４５６

７０４

－

１５，１８０

８，８８８

－

６，２９２

△４６．２

△１６．１

皆増

皆減

    ※税源移譲予定特例交付金は所得譲与税により措置されることに伴い平成１８年度廃止された。 

４．本県分 

県   分    6 億  984 万 9 千円 

市町村分   32 億 2,626 万 1 千円 （市町村別決定額は別紙４のとおり） 

（単位：千円、％） 

区  分 平成１８年度 平成１７年度 対前年度伸率 

県     分 

うち減税補てん特例交付金 

うち児童手当特例交付金 

うち税源移譲予定特例交付金 

６０９，８４９

１９２，３３４

４１７，５１５

－

９，２８５，６９７

８５２，６９６

－

８，４３３，００１

△９３．４

△７７．４

皆増

皆減

市 町 村 分 

うち減税補てん特例交付金 

うち児童手当特例交付金 

３，２２６，２６１

２，８０９，５２７

４１６，７３４

４，１１０，８９１

４，１１０，８９１

－

△２１．５

△３１．７

皆増

合     計 

うち減税補てん特例交付金 

うち児童手当特例交付金 

うち税源移譲予定特例交付金 

３，８３６，１１０

３，００１，８６１

８３４，２４９

－

１３，３９６，５８８

４，９６３，５８７

－

８，４３３，００１

△７１．４

△３９．５

皆増

皆減




